
 

 

 

 

 

 

１．本給付金について 

「あすのば入学・新生活応援給付金」は、２０２３年４月に入学や新生活を迎える方々を 

   対象に、「あなたのことを想っている人々が『ここにいるよ。』という多くの方々のメッセージ 

   とともに給付金をお届けする事業です。給付金は返済不要で、成績も問いません。 

 

２．対象者： 児童養護施設・里親などのもとで生活していて、２０２３年４月までに措置解除 

          を予定している者。 

※ 高校卒業生等は、措置延長で２０２３年４月以降に児童養護施設や里親などのもと 

で生活を続ける者も対象。 

    ※ ただし、高校既卒者の場合、１９９８年４月２日以降に生まれた者で、来年春に 

      大学（短大含む）、専門学校などに進学を予定している者が対象となる。 

  ※ 現在、大学等に在籍している者は、対象外。  

  ※ 母子生活支援施設は、「住民税非課税・生活保護世帯」区分での申込が必要。 

 

３．給付金の金額と募集人数 

（１） 給付額： ５万円 （１回限り） 

（２） 募集人数： ５１０名 

 （非課税世帯や生活保護世帯の子どもたちの募集との合計人数）  

    ※ 給付金への給付額により、募集人数が変動する場合があります。 

  

４．受付期間       ※各自で応募（オンライン・郵送のどちらかで応募） 

（１） オンラインでの申込： １２月１６日（金）まで  

（２） 郵送での申込： １２月１２日（月） 消印有効  

    ※ オンラインでの申込フォームおよび郵送での申込用紙は、１１月２１日（月）から 

      財団の HPに掲載中。 

公益財団法人あすのば 「あすのば入学・新生活応援給付金」 

            https://www.usnova.org/kyufu2022 

    ※ HPに「よくある質問（Q&A）」が掲載されています。 

 

公益財団法人 あすのば 

「あすのば入学・新生活応援給付金」募集案内 

～児童養護施設・里親制度等の利用者～ 

高３生・ 

卒業生対象 

給付型 

https://www.usnova.org/kyufu2022


  

 

 

 

１．本給付金について 

    児童養護施設・里親制度等の利用者の募集案内と同じ 

 

２．対象者： 以下の（ア）～（ウ）のいずれかに該当する者 

  （ア） 住民税の所得割が非課税世帯の子ども 

  （イ） 今年（２０２２年）に入って家計が急変するなど、住民税非課税相当となった世帯の 

      子ども 

  （ウ） 生活保護受給世帯の子ども  ※申込前に担当のケースワーカーに連絡が必要 

 

    ※ ただし、高校既卒者の場合、１９９８年４月２日以降に生まれた者で、来年春に 

      大学（短大含む）、専門学校などに進学を予定している者が対象となる。 

  ※ 現在、大学等に在籍している者は、対象外。  

 

３．給付金の金額と募集人数 

（１） 給付額： ５万円 （１回限り） 

（２） 募集人数： ５１０名 

 （児童養護施設などで生活している子どもたちの募集との合計人数）  

    ※ 給付金への給付額により、募集人数が変動する場合があります。 

    ※ 災害特例給付金 ＝ ２０２２年に発生した災害の被災者（１０名）は、１万円を増額 

  

４．受付期間       ※各自で応募（オンライン・郵送のどちらかで応募） 

（１） オンラインでの申込： １２月１６日（金）まで  

（２） 郵送での申込： １２月１２日（月） 消印有効  

    ※ オンラインでの申込フォームおよび郵送での申込用紙は、１１月２１日（月）から 

      財団の HPに掲載中。 

       公益財団法人あすのば 「あすのば入学・新生活応援給付金」 

           https://www.usnova.org/kyufu2022 

    ※ HPに「よくある質問（Q&A）」が掲載されています。 

公益財団法人 あすのば 

「あすのば入学・新生活応援給付金」募集案内 

～住民税非課税世帯・生活保護受給世帯等～ 

高３生・ 

卒業生対象 

給付型 

https://www.usnova.org/kyufu2022

